
　廃棄物の野外焼却（いわゆる野焼き）は「廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃
に関する法律）」で、原則禁止とされています。
　野焼きは、健康へ深刻な影響をもたらすとされているダイオキシン類の発生につ
ながるだけではなく、火災の発生や煙害など、地域の皆さんにも迷惑がかかります。
　また、ドラム缶焼却や地面に穴を掘っての焼却、違法な焼却炉などによる焼却行
為も野焼きと同様に廃棄物処理法で禁止されています。
　なお、例外として野外焼却が認められているものもありますが、生活環境の保全
上支障を与え、苦情等がある場合は行政指導の対象となります。

●国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
●震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（どんど焼き等の地域の行事
における不要となった門松、しめ縄等の焼却。）

●農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却（漁業者
が行う漁網に付着した海産物の焼却など。）

●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、キャ
ンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。）

※例外として認められているものを含め、野外焼却等を行う場合には、消防署への届け出が必要
となる場合があります。詳しくは、最寄りの消防署等へご確認をお願いします。

不法投棄、野外焼却については、廃棄物処理法により罰則が規定されています。

不法投棄とは 不法投棄がもたらす問題
　みだりに（正当な理由なく）廃棄物を捨てるこ
とを不法投棄といいます。
　自分の土地に捨てたり、穴を掘って埋めたりす
ることも不法投棄にあたります。
　不法投棄は、人目につきにくい夜間や早朝に、
山間部や河川敷、または休耕田などで行われるこ
とが多いです。

周囲の目が抑止につながります
　家庭ごみのポイ捨ても含め、「不法投棄は許さ
ない監視の目」が不法投棄の抑止につながります。

・自然環境や地域の景観を損ないます。
・将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境
問題を発生させるおそれがあります。
・現状回復には、多大な費用がかかります。

５年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科（第25条第１項
第14,15号）法人の場合は３億円以下の罰金（法人重科　第32条第１項第１号）

例外として野外焼却が認められているもの
公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地
域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却で次のもの

不法投棄は絶対に許しません！
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野焼きは法律で禁止されています野焼きは法律で禁止されています

不法投棄は犯罪です不法投棄は犯罪です

身体障害者手帳の交付を受
けている人で紙おむつを使
用している人（世帯）

概ね65歳以上の寝たきり
や認知症などの理由によ
り、市の高齢者福祉サービ
スで紙おむつの給付を受け
ている人（世帯）

●指定袋等の購入方法

●ごみ処理手数料の減免制度

　指定袋や指定シールは、取扱店であることを示すステッカーを掲示した
スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどで購入してください。

　市では減免制度を設けており、対象者へ指定袋等を配付するほか、庭木
の剪定枝や美化活動で収集したごみについても減免します。

手続きは不要です。
長さ50cm、束ねた直径を30cm以下にして、ひも（ひも
の指定はありません）で縛り、指定袋や指定シールを使用
せず燃やせるごみの収集日に出してください。
小枝などは、透明か半透明の袋に入れ、その袋に「枝木」
と書いて、燃やせるごみの収集日に出してください。
また、クリーンセンターに直接持ち込んでも無料となりま
す。大きさの制限は長さ3ｍ以下、太さ20cm以下です。

手続きは不要です。
透明か半透明の袋に入れ、その袋に「落ち葉」と書いて、
燃やせるごみの収集日に出してください。
また、クリーンセンターに直接持ち込んでも無料となります。

町内会長や団体代表者のご自宅など希
望先へ直接配付します。配付希望日の
５営業日前までにご連絡ください。ま
た、生活環境課又は各総合事務所の市
民生活・福祉グループの窓口でも配付
します。 

美化活動専用の袋を配付しています。 
指定様式（環境美化活動専用袋配布希望調査票）に必要事
項を記入し、提出してください。 
生活環境課又は各総合事務所市民生活・福祉グループの窓
口や Fax、E-mail で受付しています。 
詳しくは生活環境課にお問い合わせください。 
※各町内会には、毎年３月頃に美化活動の実施に関する文
書をお送りしています。

生活保護を受けている世帯
手続きは不要です。

※事業者は対象外

※事業者は対象外

対象世帯に直接配付します。
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手続きは不要です。

生活保護世帯

３歳未満児

身体障害（児）者

知的障害（児）者
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３歳未満児（世帯）

療育手帳の交付を受けてい
る人で、紙おむつを使用し
ている人（世帯）

在宅で腹膜透析治療を受けてい
る人（世帯）

手続きなど 支給方法減免の対象

出生、転入の手続きの際、あわせて手続きしてください。
里帰り出産などで、長期滞在する場合は、生活環境課へ手
続き方法をお問い合わせください。

身体障害者手帳、紙おむつの使用が確認できる書類（領収
書等）をご持参の上、生活環境課又は、福祉課窓口にて手
続きをしてください。
なお、脳原性運動機能障害などの障害により市の福祉サー
ビスで紙おむつの給付を受けている人は手続きは不要です。

療育手帳、紙おむつの使用が確認できる書類（領収書等）
をご持参の上、生活環境課又は福祉課窓口にて手続きをし
てください。

腹膜透析治療を受けていることが確認できる書類（診療明
細等）をご持参の上、生活環境課又は福祉課窓口にて手続
きをしてください。

庭木の剪定枝
（全世帯）

落　ち　葉
（全世帯）

町内会等の団体や個人での
美化活動で収集したごみ

引換券を交付しますので、指定袋等取
扱店で燃やせるごみ指定袋と交換して
ください。
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指定袋等の購入方法
ごみ処理手数料の減免制度
指定袋等の購入方法
ごみ処理手数料の減免制度
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